


公益信託新規受託一覧
（平成２７年度中）

(単位:百万円)

名　　称 発足年月日 活  動  内  容　等 委託者 特徴 当初信託財産

1

公益信託
中西睦子看護学先端的研究基金

平成28年
 2月29日

内外の大学院、研究機関等で研鑽をする看護師に対する研究助成事業を行い、もって社
会に有用な人材の育成に寄与する。

個人
遺言信託によ
る設定

100

2

公益信託
山下義彦・加壽子記念交通遺児育
英奨学基金

平成27年
11月6日

九州佐賀市の高等学校・大学に在校する生徒・学生で、交通遺児又はそれに準ずる者で
あるがため、修学が困難な者に対する奨学金を給付する。

個人
元本取崩型
遺言信託によ
る設定

70

3

公益信託
オオバまちづくり基金

平成27年
9月11日

宮城県内におけるまちづくりに関する活動に対する助成により、住民の自主的なまちづ
くりやコミュニティの維持、形成が促進され、もって明るく豊かな地域社会の形成に寄
与する。

法人
元本取崩型

37.5

合計：207.5



受託件数、信託財産残高の推移
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助成先数、給付額の推移（累計）
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奨学金支給 156 ( 1 ) 22,898 ( 72 )

自然科学研究助成 75 ( 1 ) 8,261 ( 100 )

教育振興 63 (－ ) 2,394 ( － )

国際協力・国際交流促進 38 (－ ) 3,491 ( － )

社会福祉 36 (－ ) 3,419 ( － )

芸術・文化振興 24 (－ ) 5,044 ( － )

都市環境の整備・保全 27 ( 1 ) 6,718 ( 29 )

自然環境の保全 19 (－ ) 4,367 ( － )

人文科学研究助成 14 (－ ) 997 ( － )

文化財の保存活用 3 (－ ) 153 ( － )

動植物の保護繁殖 1 (－ ) 336 ( － )

緑化推進 1 (－ ) 23 ( － )

その他 22 (－ ) 4,267 ( － )

479 ( 3 ) 62,374 ( 201 )

（注）（　）は平成２７年度中の新規受託分。

信　託　目　的

公　益　信　託　受　託　状　況

平成２８年３月末現在

［単位：件、百万円］

信託財産残高件　数

合　　　計





公益信託の概要 

  

 公益信託は、財団法人と同様に民間の資金を活用して公益活動を行うた

めの制度として、大正１１年制定の信託法において規定されましたが、そ

の後、５０年ほどは利用されてきませんでした。 

 しかし、昭和５２年に第１号が誕生して以来、個人や企業等の善意に支

えられ、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、海外への経済・

技術協力、まちづくりや自然環境保護活動への助成等、幅広い分野で活用

されています。 

  

＜仕組み＞ 

公益信託は、個人や企業等（委託者）が拠出した財産を信託銀行等(受託

者)に信託し、信託銀行等が、定められた公益目的に従い、その財産を管理・

運用し、不特定多数の方（受給者）のために役立てるものをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜公益信託の特色＞ 

①公益信託は、財団法人と異なり、受託者が主務官庁への許可申請等を

すべて行いますので、設置手続が簡単です。 

②公益信託は、信託財産を取り崩して公益活動に活用できるので、一

般に、財団法人に比べて小規模の資金を効率的に公益のために役立

てることができます。 
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＜公益法人制度改革と公益信託＞ 

平成１８年６月、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が成立し、その委

任を受けた政省令が平成１９年９月に公布され、平成２０年４月に公益

認定等ガイドラインが制定されるなど公益法人制度の改革が進んでお

ります。 

また、平成１８年１２月に信託法が改正されましたが、旧信託法の公

益信託に関する規定は「公益信託ニ関スル法律」で規律されることとな

り、旧信託法における公益信託の規定の内容は、基本的には維持されて

おります。 

公益信託につきましては、公益法人（特に公益財団法人）と類似の機

能を有することから、公益法人法制の改正の趣旨を踏まえつつ、整合性

のとれた制度とする観点から、検討が行われております。 

信託協会といたしましては、公益信託制度についても、公益法人制度

と同様に、改革を進めていただくことで、公益法人制度とともに民間公

益活動を支える制度として、その普及・発展に寄与されるものと考えて

おります。 




